
メーカー 数量 単位 単　価

規　　格

1 陰圧維持管理装置
米国ｹｰｼｰｱｲ社製 InfoV.A.C.
またはこれと同等のもの 1 日

2 陰圧維持管理装置
米国ｹｰｼｰｱｲ社製 ActiV.A.C.
またはこれと同等のもの 1 日
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料金については、日額を定め、実使用日数に基づいた計算を行うこと。

請求書・納品書については月末締めとし、翌月5日迄にセンターに交付すること。

手術等の事情により使用中断が生じた場合、中断日については計上しないこと。

仕 様 書

自：平成30年 4月 1日
至：平成32年 3月31日
（使用予定数量：5,204日）1 陰圧維持管理装置　レンタル

１．機器・運用方法

２．保守点検・修理

３．料金請求

貸与者が関連法規に基づき、必要な保守点検・修理を実施すること。

保守点検・修理により定数が不足する場合、代替機設置等の措置を講ずること。

設置されている機器は、使用者の判断で適宜払出可能とすること。

貸与者は設置場所を日々確認し、機器定数の維持に努めること。

使用開始時にはセンターから貸与者に都度連絡するものとし、終了時も同様とする。

消耗品については本件に含めないものとする。

（内訳）

調達件名　陰圧維持管理装置　賃貸借契約

品         目

主要な血管、臓器、主要神経が露出している創傷への適用が禁止された機器でないこと。

センター内所定の位置に、上記機器を一定数設置すること。

使用終了の連絡があった際には、貸与者は速やかに装置の回収を行うこと。


